
 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会(上水道) 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 加入金（分担金） 

 
 調整の内容 堺市制度に統一する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：加入金  
◇内容： 
○ 給水装置を新設する場合は、メーター口径別に加入

金を徴収する。 
<例>標準的な住宅の建設に伴い、給水装置を新設する

場合の加入金  φ20mm …  73,500 円 
 
○ 給水装置を増径する場合は、新口径に係る加入金と

旧口径に係る加入金の差額を徴収する。 
<例>住宅の建て替えに伴い、給水装置をφ13mm から

φ20mm に増径する場合の加入金  …０円 
(φ20mm－φ13mm)＝(73,500 円－73,500 円) 

 

○ 貯水槽給水方式の場合は、集約管の最大口径をメー

ター口径とみなし、該当する口径の加入金を徴収する。 
<例>２５戸の共同住宅の建設に伴い、貯水槽方式 
(φ50 mm の集約管)で給水装置を新設する場合の加入

金 
φ50mm … 1,312,500 円 

（注）金額は、税込み 
 

・収入予算…資本的収入 
・根拠条例…堺市水道事業給水条例第 30 条、第 30 条の 2 
 
  

◇名称：分担金  
◇内容 
○ 給水装置を新設する場合は、メーター口径別に分担

金を徴収する。 
<例>標準的な住宅の建設に伴い、給水装置を新設する

場合の分担金  φ20mm …157,500 円 
 
○ 給水装置を増径する場合は、新口径に係る分担金と

旧口径に係る分担金の差額を徴収する。 
<例>住宅の建て替えに伴い、給水装置をφ13mm から

φ20mm に増径する場合の分担金 …21,000 円 
(φ20mm－φ13mm)＝(157,500 円－136,500 円) 

 
○ 貯水槽給水方式の場合は、各戸ごとの水道メーター

の口径に応じた分担金の合計額を徴収する。 
<例>２５戸の共同住宅の建設に伴い、貯水槽方式 

(φ50mm の集約管)で給水装置を新設する場合の分担

金 

φ20mm×25 … 3,937,500 円 
（注）金額は、税込み 

 
・収入予算…資本的収入 
・根拠条例…美原町水道事業給水条例第 36 条 
 

堺市の基準に統一する。 

 

 



 
様式２ 

 

 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会(上水道) 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 間接経費（道路手続き関係費） 

 
 調整の内容 堺市制度に統一する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：間接経費（道路手続き関係費）  
◇内容 

給水装置を設置するにあたり、公道上に給水管を布設

しなければならない場合、水道局から道路管理者に道路

占用許可申請を行なっているが、その業務に関する諸費

用を給水装置工事申込者から徴収する。 
 
○道路手続き関係費 

市道掘削 …  3,600 円 
市道占用 …  15,900 円 
府道里道 …  22,100 円 
国道占用 …  34,400 円 
上記金額に 100 分の 105 を乗じた額を徴収する。 

◇名称：道路手続き関係事務経費 
◇内容 

給水装置を設置するにあたり、公道上に給水管を布設

しなければならない場合、水道事業所が道路管理者に対

し道路占用許可申請を行なっているが、給水装置工事申

込者から直接、道路手続き関係事務に係る経費を徴収し

ていない。  

堺市の基準に統一する。 

  



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会(上水道) 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 自己水源の取扱い 

 
 調整の内容 合併時は現行のとおりとするが、合併後、廃止の方向で検討する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇自己水源無し 
◇大阪府営水道より、浄水を全量受水している。 

◇名称：自己水源の取扱い 
◇内容 

現在の美原町の水源は、大阪府営水道からの受水と自

己水源としての深井戸である。 
深井戸から揚水した自己水は浄水処理を行い、年間約

172 万ｍ3 を給水し､給水量全体の約 30％を占めている｡ 
しかし、自己水源を取り巻く状況は次のとおりである。 
① 近年、徐々に揚水量が低下する傾向にあり、今後

共安定した揚水量が見込めない。 
② 浄水施設の老朽化に伴い、高度処理を含む施設の

更新及び耐震化対策等にかなりの費用を要する。 
③ 将来、水質基準の強化が図られた場合、新たな設

備投資が必要となる。 
このようなことから、自己水源の取扱いは、廃止の方

向で検討を行っている。 

合併後において、当面は現行のとおり

とするが、廃止の時期については、現有

施設（浄水施設）の更新にかかる投資効

果及び揚水量や水質面を考慮し、決定す

る。 

 

 



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会（下水道） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 私道公共負担金 

 
 調整の内容 堺市制度に統一する。当面はそれぞれの制度を存続し、５年以内を目途に調整する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：私道公共負担金（私道公共下水道布設制度） 
◇内容 

私道に隣接する市民の要望により、市が私道内に公共

下水道を設置する。 
汚水ますは、設置後の公共下水道と同様に、市が維持

管理を行う。 
 
 (適用条件) 
○私道の両端が公道に接続（通り抜け道路）し、現に一

般の通行の用に供されていること。 
○私道の幅員が１．５メートル以上あり、公共下水道工

事が可能であること。 
○私道に面する家屋（公道に面する家屋を除く）が２戸

以上（所有者を同じくする家屋は１戸として数える。）

あること。 
○利用者（私道に隣接する土地・家屋所有者及び使用者）

全員が公共下水道の布設を希望しており、工事完了後

は速やかに宅地内の水洗化改造工事を行うこと。 
○私道敷地内の土地所有者全員の土地使用承諾書を提出

できること。 
○下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。 
○沿道の方から代表者を選任できること。 

 
(費用負担) 

  汚水ますを設置する場合は､１か所につき 13,000 円 
 

◇名称： 
◇内容：全額公費負担  

当面はそれぞれの制度を存続し、５年

以内を目途に調整する。 

 

 



様式２ 

 

 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会（下水道） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 水洗便所改造資金の貸付及び助成 

 
 調整の内容 堺市制度に統一する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：環境整備資金貸付制度 
◇内容 

既設のくみ取り便所（し尿浄化槽による便所を含む）

を、水洗便所に改造される方を対象とする貸付制度 
 
①貸付金の限度額 

便槽１個につき 400,000 円以内 
②利息 

無利子 
③償還方法 

36 月以内の均等月賦償還 
  
 

◇名称：水洗便所改造資金の助成 
◇内容 
１ 水洗便所改造資金助成 

(1)水洗便所改造工事補助金制度 
      水洗便所改造工事に必要な資金の一部に充てるた

め補助金を交付する｡  
1戸建住宅の場合 くみ取り口 1個当たり 5,000円 

 
(2)融資あっ旋制度 

    水洗便所改造工事に必要な資金を融資機関に融資

のあっ旋を行う｡  
   ①融資あっ旋限度額 
     １戸につき 400,000 円以内・工事費の 9 割以内 
   ②利率 
     年 4.4 パーセント以内 
   ③償還方法 
     36 月以内の元利均等月賦償還 
    

 
２ 水洗便所改造工事資金融資完済補助金制度 

水洗便所改造工事資金融資１件について、融資実 
行時の約定返済利息の額に１／２を乗じて得た額を 
交付する。 

 
 
 
 
 

・美原町における水洗便所改造工事補助

金制度については、当面制度を存続

し、５年以内を目途に調整する。 
 
・美原町の融資あっ旋制度については、

堺市の貸付制度に統一する。 
 
・美原町の水洗便所改造工事資金融資完

済補助金制度については、合併前の融

資あっ旋分について、制度を継続す

る。 

 
 



様式２ 

  

 
 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 専門部会名  上下水道専門部会（下水道） 
協定項目 24 各種事務事業の取扱い （上下水道関係） 関係項目 都市計画下水道事業受益者負担金 

 
 調整の内容 当面はそれぞれの制度を存続し、５年以内を目途に新市で調整する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：都市計画下水道事業受益者負担金 
◇内容 

都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下 
水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、都市 
計画法第 75 条第１項の規定に基づき徴収する下水道事

業受益者負担金 
 
３年以内に公共下水道の整備される区域を対象に受益者 
負担金の賦課対象区域を定め公告する。 

    
・賦課対象区域内の土地所有者に対して、申告書・パン 
フレットを送付 

・地元説明会の開催 
・賦課対象区域内の土地の面積に単位負担金額を乗じた 
 額を賦課する。 
・年３回（８・１２・２月）の１５回分割（５年）徴収 
する。全額一括納入も可能 

 ・減免、徴収猶予制度あり。 
 ・平成１４年度末現在１３負担区 
 ・単位負担金額（１００円～２５７円／㎡） 
 ・事業認可区域の全域に負担区設定済み。 
 
 
 
 
 

◇名称：都市計画下水道事業受益者負担金 
◇内容 

公共下水道に係る都市計画事業に要する費用の一部に 
充てるため、都市計画法第 75 条第１項の規定に基づき 
徴収する下水道事業受益者負担金 

 
 

３年以内に公共下水道の整備される区域を対象に受益者

負担金の賦課対象区域を定め公告する。 
 
・受益者申告書の送付 

 ・受益者負担金決定通知書の送付 
 
・受益者毎に、１㎡あたりの負担区に応じた金額と土地 
の面積に乗じた額を賦課する。 

・年２回（７・１２月）の６回分割（３年）で徴収する。 
  全額一括納入も可能 
・減免、徴収猶予制度あり。 

 ・平成１４年度末現在５負担区 
 ・単位負担金額（６０４円～６２０円／㎡） 
 ・事業認可区域内に負担区未設定の区域あり。 

当面はそれぞれの制度を存続し、５年

以内を目途に新市で調整する。 

 



事務事業
　

専門部会名  上下水道専門部会（上水道）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

職員の適正配置 職員の適正配置 新制度に再編 新たに計画を策定する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

人事事務関係（意向調査
制度関係）

堺市制度で実施 堺市独自制度のため継続する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

安全衛生管理関係（安全
衛生委員会関係）

安全衛生管理関係（安全
衛生委員会関係）

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

安全衛生業務 安全衛生業務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。



使用料、補助金、負担金等
　

専門部会名  上下水道専門部会（上水道）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

指定手数料、指定証書手
数料

指定手数料 堺市制度で実施 堺市制度に統一する。



事務事業
　

専門部会名  上下水道専門部会（下水道）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

私道排水設備工事補助金
事務

堺市制度で実施 堺市のみ該当するため、堺市の現行どおりとする。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

私道公共下水道布設事務 私道公共下水道布設事務 堺市制度で実施 堺市に統一する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

下水道使用料賦課事務 下水道使用料賦課徴収事
務

堺市制度で実施 堺市に統一する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

下水道事業計画 下水道事業計画 堺市制度で実施 堺市に統一する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

下水道の水質規制 下水道の水質規制 堺市制度で実施 堺市に統一する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

下水道管渠の調査・設計 下水道管渠の調査・設計 堺市制度で実施 堺市に統一する。

24 各種事務事業の取扱
い　（上下水道関係）

地方公営企業法適用事務
(企業会計)

特別会計事務 堺市制度で実施 堺市に統一する。


